
　　6　案内標示等
判定

基準

案内標示等 （設置の有無）　　・有　　・無

（券売窓口の表示）・有　　・無
（券売機の表示）　・有　　・無
（バス停留所の表示）
　　　　　　　　　・有　　・無
（乗降場の表示）　・有　　・無
（改札口の表示）　・有　　・無
（各施設の位置の表示）
　　　　　　　　　・有　　・無

（文字の識別）　　・難　　・易

（設置の有無）　　・有　　・無

（設置の有無）　　・有　　・無

（設置の有無）　　・有　　・無

平面図に設置箇所を記入してくだ
さい。

非常警報装
置の設置 （設置の有無）・　有　　・　無

（注意） 1　用語の説明

　　「案内標示等」とは、案内板、案内標示その他これらに類するものをいいます。

留 意 事 項整 備 基 準
図面及び各項目
の名称・番号等

案内標示等の設置

案内標示等を設ける場合には、身体障害者
等に配慮した案内標示等を設置

触知図による表示

音声等による案内の装置

設置箇所、表記方法等の配慮

点字による表示

鉄道の旅客車その他の車両の進入に際し、
音声及び電光掲示等による案内を発する設
備の設置

設 計 内 容

券売窓口、券売機、バス停留所、乗降場、
改札口及び各施設（エレベーター、エスカ
レーター、階段、便所等）の位置等の表示

文字を識別しやすいもの
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